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　６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。
　人権は人間が幸福な人生を送るために最も大切な権利です。自分だけでなく、すべての人
の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ること
によって明るい社会をつくることが大切です。
　阿久比町の人権擁護委員は、次の皆さんです。（平成２３年４月１日現在。敬称略）
◎関　政雄（草木）　�（４８）１３０１
◎松田洋次（宮津山田）　�（４９）００５４
◎大村峯子（福住）　�（４８）０５６６
◎竹内�樹（阿久比）　�（４８）６５３９
　相談は無料で、秘密は守られますので、気軽にご相談ください。

人権相談特設相談所を開設
　人権擁護委員が相談員となって人権相談所を開設しますので、ご利用ください。
□開設日時　６月２日（木）　午後１時～午後４時
□相談会場　中央公民館本館　３階３０５号室
□問い合わせ先　住民福祉課　�（４８）１１１１（内３０１）

人権擁護委員制度を利用してください 人権擁護委員制度を利用してください 人権擁護委員制度を利用してください 人権擁護委員制度を利用してください 
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　阿久比町に寄せられた東日本大震災に対する
義援金は、４月２８日現在で６,６６１,８３１円になりま
した。
　内訳は、窓口での受け付け５,９７３,５４１円、義援
金箱６８８,２９０円となっています。
　寄せられた義援金は、日本赤十字社愛知県支
部を通じて被災地へ送られます。
　引き続き義援金を受け付けますので、皆さん
のご協力をお願いします。

義援金を寄せられた皆さん
金　額氏名・団体名金　額氏名・団体名金　額氏名・団体名

３５,０００ 円植神明社６９,８００ 円大字高岡５８,７００ 円メイツ巽ヶ丘自治会

１５０,０００ 円宮津山田自治会５０,０００ 円阿久比郷土学習同好会１０,０００ 円井上奎吾

３１,８５０ 円草木直売みち草一同５２,５５９ 円南部小学校ＰＴＡ　ＯＢ会　サプライズ１０,０００ 円井上由子

７５,１９３ 円草木連合子供会１５０,５４０ 円大字阿久比２０,０００ 円新美清忠・愛子

６１,０００ 円あぐいくらしの会１５４,１４４ 円東部小学校児童会１３,０８１ 円福住園高台自治会

１０,０００ 円阿久比メンズクラブ３０,０００ 円阿久比団地自治会４２,０００ 円横松ゲートボール同好会

１０,０００ 円匿名６０６,３３１ 円大字萩５,０００ 円匿名

５０,０００ 円舟橋邦夫・明子１０,０００ 円匿名１７,０００ 円宮津山田ちんみ会

２００,０００ 円大字椋岡１００,０００ 円岡戸麻一１０,０００ 円匿名

１６２,４９９ 円大古根保存会５０,０００ 円岡戸美代子３０,０００ 円岳風知多松吟会阿久比教室一同

５,０００ 円匿名 （受付順（４月１日～４月２８日）・敬称略）


